
令和８年度 第１回総合教育会議

令和８年５月 14 日（木）

午前 10時 30 分から 11時 30 分まで

県庁東館５階特別会議室

次 第

１ 開会

（１）知事挨拶

（２）教育長挨拶

２ 議事

（１）高校教育改革実行計画の策定（協議）

（２）ラーケーションの推進（報告）

３ 閉会

＜配布資料＞

○資料１ 高校教育改革実行計画策定委員会の設置について

○資料２ 高校教育改革実行計画策定委員会設置要綱（案）

○資料３ ラーケーションの推進



令和８年度 第１回総合教育会議 出席者名簿

（敬称略）

役 職 氏 名 備 考

知 事 鈴 木 康 友 対面

教 育 長 前 澤 綾 子 対面

教育委員

小野澤 宏 時 オンライン

天 城 真 美 対面

飯 村 幸 生 対面

渡 村 マ イ 対面
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令和８年５月14日

１ 要旨

本県の高校教育改革実行計画を策定するため、高校教育改革実行計画策定委員会（以下

「策定委員会」）を設置する。

２ 経緯

文部科学省は、本年２月に高校教育改革に関する基本方針、「2040年に向けたN-E.X.T.

（ネクスト）ハイスクール構想」を発表した。本県においても、同構想に基づく実行計画

を策定するため、策定委員会を設置する。

３ 策定委員会

（１）委員

（２）オブザーバー

※その他、関係部局、政令市などからの参加も検討

４ スケジュール

高校教育改革実行計画策定委員会の設置について

（高校教育課）

分類 役職 氏名 備考

産業界

ヤマハ発動機㈱執行役員 江頭綾子

静岡商工会議所会頭(静岡ガス㈱代表取締役) 岸田裕之

沼津商工会議所会頭(沼津信用金庫会長) 紅野正裕

学識経験者

㈱日本総合研究所プリンシパル 東博暢

静岡県地域構想推進会議コーディネーター（予定） 西原茂樹

ふじのくに地域・大学コンソーシアム理事

（静岡理工科大学学長）
木村雅和

知事部局
健康福祉部長 高須徹也

経済産業部長 齊藤卓己

教育委員会 教育長 前澤綾子 委員長

分類 役職 氏名 備考

高校 校長協会会長 織田敦

学識経験者 協議の進行に応じて、県内大学教員に依頼（工学、情報、海洋など）

名称 時期 内容

総合教育会議 ５月 14 日 策定委員会を設置

第１回委員会 ６月９日 キックオフ（素案の提示）

第２回委員会 ８月頃 計画の策定

第３回委員会 11月頃 計画の策定

総合教育会議 12月頃 計画の協議・調整

資料１







高校教育改革実行計画策定委員会設置要綱（案）

（設置）

第１条 本県における高校教育改革実行計画を策定するために、高校教育改革実行計

画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

（1）高校教育改革実行計画策定に関する事項

(2) その他上記に関係する事項

（組織）

第３条 委員会は別表１に定める委員長及び委員をもって構成する。

２ 委員長は、別表１に定める委員のほか、オブザーバーとして関係者に参加を求め

ることができる。

３ 委員の任期は、令和９年３月 31 日までとする。

（会議）

第４条 委員会は、委員長が招集する。

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

（総合教育会議における協議・調整）

第５条 高校教育改革実行計画の策定にあたり、知事及び教育委員双方の意見を反映

するため、委員会で協議した事項は、総合教育会議で協議・調整する。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、高校教育課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が

別に定める。

附 則

この要綱は、令和８年 月 日から施行する。

資料２



別表１

高校教育改革実行計画策定委員会

役職名 職氏名

委 員 ヤマハ発動機(株)執行役員 江頭綾子

委 員 静岡商工会議所会頭 岸田裕之

委 員 沼津商工会議所会頭 紅野正裕

委 員 (株)日本総合研究所プリンシパル 東博暢

委 員 静岡県地域構想推進会議コーディネーター（予定） 西原茂樹

委 員 ふじのくに地域・大学コンソーシアム理事 木村雅和

委 員 健康福祉部長

委 員 経済産業部長

委 員 長 教育委員会教育長
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